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令和 5年 1月 24日（火）に第 22回臨時総会を開催しました。総会では、令和 4年度末で契約終了とな 

る「とねっと」システムにつき、令和 5年度以降のあり方（案）について協議が行われました。 

その結果、7市 2町の枠組みによる「とねっと」システムは、構成市町の財政難等（5市 1町）を受けて、 

令和 5年度の 1年間延長し、事業終了とし、令和 6年度に清算業務期間（6ヶ月：4月～9月）を設けるこ 

ととなりました。 

 

Ⅰ協議事項 

 １ 令和 5年度以降の「とねっと」システムのあり方（案）について 

「とねっと」システムは、令和 5・6年度の 2年間延長し、令和 7年度から更新する方針となっていました。 

しかし、構成市町（7市 2町）の中で財政難等から継続（更新）が厳しいとの団体が一部あったことから、各 

市長・町長のご意向を踏まえ、今後のシステムのあり方について協議が行われ、下記のとおり承認されました。 
 

〇 構成市町（7市 2町の枠組み）による「とねっと」の取扱い 

  ① 事業期間 

    ⇒ 令和 4年度の契約期間満了後、参加医療機関・住民・患者への周知・ご理解や各構成市町の議会へ 

     の報告等の必要性から、令和 5年度の 1年間、延長し事業終了とする。なお、令和 6年度に前年度の 

決算監査や現金等の財産処分などの事業を実施する必要があるため、清算業務期間（6ヶ月）を設け、 

令和 6年 9月 30日をもって終了とする。また、事務局も同様に、令和 6年 9月 30日で解散する。 

 なお、10月 1日以降にかかる清算業務処理については、事務局は 9月末に解散するので、改めて構 

成市町間と協議し対応する。  
 

Ｒ４年度         Ｒ５年度             Ｒ６年度      

       (前年度監査)        （前年度監査）  （清算業務監査：11月） 

                                                      財産処分 

         契約期間         1年間延長      清算業務 

                （システム機能縮小）      （6ヶ月） 
                    ⇒ 医療連携＋救急機能を運用 
 

※国のシステムへ   

3/末（事業終了⇒発展的解消へ） 
 
②参加医療機関・住民等への周知方法 

○ 参加医療機関等   ⇒      協議会事務局から個別通知 

   （医科・歯科・調剤薬局・臨床検査施設） 
 

○ 住民・患者     ⇒     ・退会市町からの参加者への個別通知（希望団体：2月 1日現在） 

                       羽生市、久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町（4市 1町） 

                     ・事務局ＨＰ・窓口での対応 

                     ・構成市町の広報紙・ＨＰ・掲示版等担当課での掲示 

                     ・報道機関への情報提供 など 

 

Ⅱ その他 

 ○ 延長等の希望のあった 2市 1町の枠組みによる「とねっと」の取扱いについては、3月の臨時総会で決 

定される予定です。 
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